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　　　　  事務局より、資料に基づき諮問案件である公共下水道整備計画の３項目の変更に

　　　　本日の議事については、非公開に該当する事項等がないため、議長が公開とするこ

　　　とを委員に諮り、承認を得る。

　　　※ 傍聴者なし

　７　議　　事

　（１）諮問事項

　　　①公共下水道整備計画について

　５　会議録署名委員の選出　

　　　　会議録署名委員の指名方法について議長が諮り、議長一任による選出となった。

　　　　議長が今回の会議の会議録署名委員に「長坂委員」及び「中島委員」を指名。

　６　会議の公開・非公開の決定

　　　　富士見市情報公開条例第２４条の規定により、会議は原則公開。但し、同条各号に

　　　該当する場合は、非公開とすることができる。

　　　（ 市 長 退 席 ）

　４　議 長 選 出　　

        下水道事業審議会条例第７条第１項の規定により会長が議長に就く。

        委員の出席状況の報告。委員１０名中、９名の出席により、富士見市下水道事業審

　　　議会条例第７条第２項の規定の過半数に達しているため、本日の会議が成立したこと

　　　を報告。

会　　　議　　　事　　　項

　１　開　　会　　　　  柴 崎 幹 事

　２　会長あいさつ　　  木 内 会 長

　３　市長あいさつ　　  星 野 市 長

　　　※下記の諮問事項について市長が諮問書を朗読し、会長へ手渡す。
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　　　質疑：　事業計画は５～７年ごとに途切れてしまうのか。

　　　質疑：　全体計画の期間と事業計画の期間はどのくらいなのか。

　　　応答：　全体計画の期間は、平成３６年度までとなっている。

　　　　　　　また、都市計画決定区域は、概ね２０年程度の長期間を目途とした区域とし

　　　　　　ており、事業計画は概ね５～７カ年の計画期間を定めて整備を進めている。平

　　　　　　成２８年度現在の事業計画面積１,２０３haに対し、８４.４％（１,０１５.６ha）

　　　　　　の整備がされたことから、区域の拡大を図る。

　　　質疑：　下水道事業計画が取れていない区域はどれくらい残っているのか。

　　　応答：　全体計画が１,５０８haであり、区域拡大後は１,２２３haとなるので、事業

　　　　　　計画が取れていないところは２８５haとなる。

　　　質疑：　市街化区域は全て事業計画区域内か。

　　　応答：　市街化区域は全て事業計画区域になっているが、区画整理事業施工中や私道

　　　　　　については、汚水管等が整備されていないところもある。

　　　応答：　ルートを変更しても施工上問題はない。

　　　　　　　今回の変更は、急傾斜地の原地盤をなるべく乱さないことが変更の目的であ

　　　　　　る。現在の計画であると急傾斜地脇の道路部において、その上流の地域からの

　　　　　　流入となるため、汚水管やマンホールを深く埋設することとなるが、ルート変

　　　　　　更することにより、急傾斜地脇が最上流となり、汚水管等を浅く埋設すること

　　　　　　ができる。

会　　　議　　　事　　　項

　　　　ついて説明。

　　質疑応答等

　　　質疑：　今回変更となる水子地区の急傾斜地の排水ルートを変えることは施工上問題

　　　　　　がないか。
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　　　応答：　充当できていないのが現状である。

　　　質疑：　平成３１年度で事業が終わるのか。

　　　応答：　全体計画では平成３６年度に終わる計画としている。

　　　質疑：　宅内排水を公共下水道に切り替える際は、市から補助金が出るのか。

　　　応答：　供用開始してから３年経過するまでは銀行から３０万円を無利子で借りられ

　　　　　　る融資あっせん制度があるが、補助制度はない。

　　　質疑：　今回拡大する地域では、公共下水道を利用してもらえる期待はあるのか。

　　　応答：　利用してもらえるように努めていく。

　（２）その他

　　　　　事務局より、日程は定かでないが、今後の審議案件等について説明し、その際の

　　　　会議出席について依頼。

　８　閉　　会　　　　  柴 崎 幹 事

　　　　　　更する理由があれば、県と協議をし、県が変更したあとで、市が変更する。

　　　質疑：　市が県に払う汚水処理にかかる料金は１㎥当たりいくらか。

　　　応答：　３２円である。また、県施設の耐震などにかかる建設負担金も払っている。

　　　質疑：　それらは下水道使用料だけで充当できているのか。

会　　　議　　　事　　　項

　　　応答：　昭和４０年代からずっと事業を延伸し、整備していることから、事業計画が

　　　　　　途切れるわけではない。

　　　質疑：　今後も県に合わせて事業計画を変更していくのか。

　　　応答：　県が変更した際、市に変更する理由がなければ変更はしない。また、市に変
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